
ボランティア保険・福祉行事保険の紹介とお手続き

福祉行事保険

ボランティア保険

　　加入方法（概要）
   

入記の類書込申記下)１（   
　　　●ボランティア保険加入申込票 *
　　　●ボランティア加入登録票 *（初回時もしくは登録内容の変更時のみ）
　　　●参加者名簿
　　 *福祉行事保険申込時には、福祉行事保険加入申込票・福祉行事保険加入登録票がそれぞれ必要です。

　　込振の料険保)２（   
　　　払込保険料を確認の上、郵便局または銀行にてお振込ください。
　(３) 申込書類の提出
　　　お近くの京都府内市町村社会福祉協議会にてご提出ください。お客様控え（白）は福祉行事保険加入
　　　証明書となるため保険期間が終了するまで大切に保管してください。

対象とならない活動例

対象とならない活動例

対象となる活動例

対象となる活動例

日帰りの遠足、清掃活動、スポーツ競技など 防犯・防火パトロール、町内見回り　など

HP アドレス

第 19 回久御山町社会福祉大会
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・団体メンバーの相互扶助や親睦のみを目的とした活動
　（グループ内での旅行、飲み会など）
・教諭や生徒による学校内での授業の一環としての活動
・自治会での総会や親睦会、レクレーション活動
・企業での営利事業の一環としての活動　など

・ボランティア活動中や活動からの帰宅途中でケガを
  した
・ボランティア活動中に誤って他人の物を傷つけたり
  ケガを負わせたりして賠償責任を負った　など

　社協に登録したボランティアグループ・個人に対してボランティア活動中の事故によるケガの補
償、他人への損害賠償などを補償する保険です。自発的な意思に基づき他人や社会貢献する目的で
取り組まれる活動、所属ボランティア活動団体の会則等に基づいて企画・立案された活動、社会福
祉協議会に届け出た活動などに適用されます。

　行事の主催団体で、加入申込を行った団体や行事参加者に対する補償保険です。福祉活動やボランティ
ア活動、市民活動の一環として非営利団体が主催する行事参加中の
（１）行事参加者が偶発的な事故でケガをした場合の傷害補償
（２）行事主催者が行事参加者など他人の身体や財物に損害を与えて、法律上の賠償責任を追った場合
　　  の賠償責任　に適用されます。



　社協登録ボランティアグループで、設立５年以下 (2015 年４月以降 ) の
グループが対象の補助金。グループの自主的な取り組みであること、他
制度の援助が望めない活動であることが要件です。

　社協登録ボランティアグループであり、設立６年以上で過去３年間に京都ボラ
ンティアバンク補助金を受けていないグループが対象の補助金。ただし基金全体
の予算額 (150 万円 ) と申請内容を考慮した上で補助金額は決定されます。

新たなボランティア活動者の定着に期待できる取組、既存活動者の継続的活動への取組、
活動へ向けての物品購入、活動継続につながるメンバーの研修・学習費等

グループの経常経費（会議費・旅費交通費等）、申請取組と直接関係のない経費

　社協登録ボランティアグループで、1年以上の活動実績があり、過去
３年間にほっぷ以外の京都ボランティア補助金を受けていないグループ
が対象の補助金。自己資金が総費用の 10％以上を確保されていることが
必要です。

グループの経常経費（会議費・旅費交通費等）、申請取組と直接関係のない経費

ボランティアグループとして地域の課題や住民ニーズに対し新たに始める取組、これ
までの活動対象を広げ手の届かなかったところへ活動を広げる取組、地域特性により
必要性の高いことが認められる取組、グループの周年記念（10 周年以上）に関する取
組などにかかる物品購入を含めた経費

　所属母体やジャンルが異なる団体と複数のグループ同士でボランティ
ア活動等を実施しコラボレーションを応援する事業。ただし、自己資金
が総費用の 10％以上を確保されていることが必要です。

京都府内で 1年以上の活動実績があり、ボランティアグループなど非営利団体同士が
宗教・政治・営利目的でない活動に協働で行う取組

その他注意点
・京都ボランティアバンク補助金は複数のプログラムを同時に申請することはできません。
・補助金でのパソコン購入は可能ですが、購入価格と１台あたりの補助額に上限があります。
   詳しくは社会福祉協議会までお問い合わせください。

設立１年
設立２年
設立３年
設立４年
設立５年

40,000 円
32,000 円
24,000 円
20,000 円
12,000 円

グループ設立から最大５年間補助

１グループあたり
　　　　　　最大 20万円

対象とならない取組

対象となる取組

対象とならない取組

対象となる取組

対象となる取組

　京都府社会福祉協議会が実施している京都ボランティアバンク補助金についてご案内いたします。
久御山町社協で実施しているボランティアグループ助成との重複申請が可能です。
ボランティアグループでの利活用、ぜひ検討してみてください。

１グループあたり　　　　　上限 50,000 円

１グループあたり
　　　　　上限 40万円

いのうえ　　たかし

井上 孝司 さん

第 25回ふれあい福祉まつり 
開催中止のお知らせ

　５月17日(日)に開催を予定しておりました「第25回ふれあい福祉まつり」は、
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、実施を中止させていただきます。
　今年３月頃から全国的に様々なイベントの中止・自粛がされる中、開催までの
調整を最大限進めてまいりましたが、何よりの優先事項である来場者全ての安全
確保・健康面への留意を考慮したところ、開催を中止するという判断に至りまし
た。ご来場をお楽しみにしていた全ての皆様、開催へ向け準備にご尽力いただい
た参画団体およびスタッフの皆様には、ご理解いただきますことお願い申し上げ
ます。

　きっかけは被災地の仮設住宅訪問です。
支援サークル『絆』の他メンバーが足湯、
炊き出しなど活動する中、「自分も何かで
きないか」と思い、仮設住宅に住む方々
に笑顔になってもらうために始めました。
　訪問は 1日単位でも、引きこもり気味
な方々に「何か催しがあるから寄ってみ
よう」と地元からの呼びかけで、繋がれ
ばいいなという思いが始まりです。

　即興でやるのは難
しいので、シナリオ
を作ってしっかり準
備も入念にしてタネ
を仕込んでいます。

　カード・ロープ・玉手箱な
どの小物を使ったマジックで
す。100均で材料を買って、
手作りしています。

　ありがとうござ
います。ハットは
娘が作ってくれま
した。

　・久御山町 田井荒見在住 72 歳
　・マジック歴５年目
　・支援サークル『絆』の代表として被災地
　　復興支援ボランティアでも活動中

P r o f i l e

ー どんなマジックを
されるんですか？

ー 工夫されている
ことなどはありま
すか。

ー マジックのボラ
ンティアを始めた
きっかけは？

ー なかなか素敵
なハットとネクタ
イですね。

おこしやすこもれび
プラザで手品を

披露中の井上さん
自ら考えたプログラム

　 ボランティア活動をされている方にスポットライトを当て紹介するコーナー 
 二回目はサロンなどでマジックを披露されている井上孝司さんです。早川政代 
 ボランティアバンク運営委員とともにインタビューさせていただきました。


